






１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

子会社株式 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

イ．仕掛品 個別法 

ロ．貯蔵品 最終仕入原価法 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

（リース資産を除く） 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物         ２～50年 

 構築物        ２～45年 

 機械装置       ２～17年 

 車両運搬具      ２～５年 

 工具器具備品     ２～14年 

② 無形固定資産 

（リース資産を除く） 

定額法 

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。 

 のれんについては、その投資の効果がおよぶ期間（10年～20

年）の定額法により償却を行っております。  
③ リース資産  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 

(3) 引当金の計上基準 

① 賞与引当金 

 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当

事業年度に負担すべき金額を計上しております。 

② 役員株式給付引当金 株式報酬制度に基づく当社取締役への株式交付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上

しております。        
③ 株式給付引当金 

 

株式報酬制度に基づく当社従業員への株式交付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上

しております。        

 

(4) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

２．追加情報に関する注記 

(1) 連結納税制度の導入に伴う会計処理 

   当社は、当事業年度の期首から連結納税制度を適用しております。 

(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

   当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ

れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果



 

会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 2018 年２月 16 日）第 44 項

の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ

いております。 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の総数に関する事項   

株式の種類 
当事業年度期首の 
株 式 数 

（千株） 

当 事 業 年 度 増 加 
株 式 数 

（千株） 

当 事 業 年 度 減 少 
株 式 数 

（千株） 

当 事 業 年 度 末 の 
株 式 数 

（千株） 

普通株式 4,999 － － 4,999 
  
  

(2) 自己株式の数に関する事項   
該当事項はありません。 

 

(3) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金支払額等 

該当事項はありません。 

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 

該当事項はありません。 

 


